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立 法 担 当 者 が 解 説

「わかりやすい「わかりやすい」を追求したを追求した
チケット不正転売禁止法の解説書チケット不正転売禁止法の解説書

●チケット不正転売禁止法に関する疑問点を80の

Q＆Aで解消。実務に役立つ1冊。

●9か条の条文にこめられた意図がわかる！

　捉え方がわかりにくい点を実務の視点から解説。

●立法担当者による解説で、経緯も踏まえており、

理解に役立つ。
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この申込書は、ハガキに貼るか、
このままFAXで下記宛お送りく
ださい。

＊弊社宛直接お申し込みいただく場合、一回のご注文でお届け先が一箇所、お買い上げ合計金額5,000円（税込）以上のご注文は、国内配送料サービスといたします。
また、お買い上げ合計金額5,000円（税込）未満のご注文については、国内配送料450円（税込）にてお届けいたします。
＊消費税は申込日時の適用税率に依ります。

◎上記のとおり申し込みます。代金については、次に示す方法にて支払います。
　＊現在、弊社とお取引のないお客様につきましては、代金引換にてお支払いをお願い申し上げます。
　（いずれかを で選択ください。）　　□代金引換により支払います。　　□現品到着後請求書により支払います。

＊代金引換手数料について
　一回あたりのご購入金額
　（商品の税込価格+送料）の合計が

※送料・代引手数料を含む合計金額は、商品のお届け時に配送業者
に現金でお支払いください。その際、クレジットカードはご利用い
ただけません。

1万円以下の場合、300円+税
3万円以下の場合、400円+税
10万円以下の場合、600円+税

年　　　　月　　　　日

お客様よりお預かりした個人情報は、納品や請求書等の発送・アフターサービス、弊社製品・サービスのご案内などの目的のために利用させていただきます。また、お客様の個人情報は、弊社
ホームページに掲載のプライバシーポリシーに基づき適切に取り扱います。なお、個人情報についての照会、修正・削除・利用停止を希望される場合、その他お問い合わせにつきましては、お問
合せフォーム（https://www.daiichihoki.co.jp/support/contact/contact.php）かフリーダイヤルにてご連絡ください。　フリーダイヤル　　TEL.0120̶203̶696　　FAX.0120̶202̶974

お客様の個人情報の
取扱いについて
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１　チケット不正転売禁止法の目的と特徴
（1）保護法益等
（2）他法との関係
（3）その他

２　定　義
３　特定興行入場券の不正転売等
（1）特定興行入場券の不正転売の禁止
（2）不正転売目的での特定興行入場券の譲受けの禁止

４　興行入場券の適正な流通の確保に関する措置
５　罰　則
６　施行期日等

一般に、チケットの販売は
どのような形態で
行われているのですか。

Q
モノやサービスを受ける権利を転売して
利益を得る行為は広く行われているところ、なぜ、
特定興行入場券の不正転売等のみ、罰則を設けて
禁止することになったのでしょうか。

Q

チケットが転売されたとしても、
興行主側はチケットを定価で売ることができており、
転売チケットを購入する者も転売価格に納得して購入している
のであるから、誰も損していないともいえますが、
それにもかかわらず、なぜ規制が必要なのでしょうか。

Q

いわゆるダフ屋行為を規制している
都道府県の迷惑防止条例は
どれほど制定されていますか。

Q

チケット不正転売禁止法の
所管官庁はどこですか。

Q

「興行」とは何を指しますか。Q

規制の対象となるチケット、また、
規制の対象とならないチケットを
具体的に教えてください。

Q
チケット自体ではなく、
チケットを購入するための
整理券や予約券、予約番号等は
規制の対象になるのですか。

Q
「座席が指定された」とは、どのような状態でしょうか。
いわゆるフェスのような会場形態の場合や、区切られた
同一ゾーン内では自由な移動が可能な場合は、
「座席が指定された」という要件を満たすのでしょうか。

Q

興行主等は、本人確認措置に際して、
公的身分証などの提示を求める必要がありますか。
また、確認した情報について、どのような方法で
記録又は保存をすべきでしょうか。

Q
興行主が個別にチケット転売を
容認している場合でも、
これを規制するのでしょうか。

Q

利益が生じないチケット転売であっても、販売価格を
超える価格で行われる場合には、規制対象となりますか。
例えば、販売価格5,000 円のチケットを
興行主等以外の者から8,000 円で仕入れ、6,000 円で
転売する場合はどうなりますか。

Q

いわゆる抱き合わせ転売の場合（例えば、
人気アーティストの定価5,000 円のコンサートチケットと、
コンサート会場でしか販売されていない定価1,500 円の
タオルを、合計 50,000 円で販売する場合）、
チケット不正転売禁止法の適用はありますか。

Q

例えば知人など、
特定かつ少数の者に対する
転売行為も
規制されるのでしょうか。

Q

「急用が入ってコンサートに
行けなくなったため、やむを得ず
転売する」というような場合も
処罰されてしまうのでしょうか。

Q

チケット転売のプラットフォーマーと
なっている事業者に対しては何らかの義務を
課すことにしているのでしょうか。

Q

東京 2020オリンピック・
パラリンピックのチケットの転売は、
チケット不正転売禁止法の
規制対象になりますか。

Q

特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券
の適正な流通の確保に関する法律（平成30年12月14
日法律第103号）
（英 訳）Act on Securing Proper Distribution of 

Enter tainment Admission Tickets 
through Prohibition of Unauthorized 
Resale of Specified Entertainment 
A dm i s s i o n  T i c k e t s  ( Te n t a t i v e  
translation)
Act No. 103 of December 14, 2018

資料１　衆議院【提案理由説明】―　特定興行入場
券の不正転売の禁止等による興行入場券の
適正な流通の確保に関する法律案起草の件

資料２　参議院【提案理由説明】―　平成三十年十
二月六日参議院文教科学委員会　特定興行
入場券の不正転売の禁止等による興行入場券
の適正な流通の確保に関する法律案

資料３　興行入場券の適正な流通の確保に関する法律
（概要）

資料４　特定興行入場券の不正転売の禁止等による興
行入場券の適正な流通の確保に関する件（案）
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